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連携 

整合性 調和 

 
 

第 8期武雄市高齢者福祉計画【概要】 

 
１ 計画の法的な位置づけ 

高齢者福祉計画は、老人福祉法第 20条の 8に定める「市町村老人福祉計画」として策定する 

ものです。また、杵藤地区広域市町村圏組合（以下「広域圏」という。）が定める「介護保険事 

業計画」と整合性をもって作成するとともに、「さがゴールドプラン 21（佐賀県高齢者保健福祉 

計画・佐賀県介護保険事業支援計画）」等の関連計画についても調和した策定を行います。 

 

    

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画期間 

第 8期介護保険事業計画との整合性を図るため、2021年度から 2023年度までの 3年間の計画と 

します。その後も 3年毎に見直しを行う予定です。 
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武雄市地域福祉計画 

福祉分野の個別計画に共通する理念を相互につなぐ

役割を果たすとともに、地域福祉推進を図るための個

別施策を総括するものです。 

 

（杵藤地区広域市町村圏組合） 

介護保険事業計画 
（佐賀県） 

さがゴールドプラン２１ 

（佐賀県高齢者保健福祉計画・ 

佐賀県介護保険事業支援計画） 

第７期 

高齢者福祉計画 

第８期高齢者福祉計画 

（本計画） 

 

第６期 

高齢者福祉計画 
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３ 高齢者の現状と将来推計 

（1）高齢化率の推移と推計   

武雄市の総人口は緩やかな減少を見込んでいます。総人口に占める 65 歳以上人口の割合、すなわち

高齢化率は 2020（R2）年で 31.0％であったのが 2023（R5）年では 32.0％と見込み、1.0ポイント増と

なっています。       （単位：人）                   （単位：％） 

2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5)

人口 49,156 48,896 48,610 48,312 47,998 47,676
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（２）要介護者等の状況 

  武雄市での介護保険の要支援・要介護認定の推移と推計は、今後も高齢者数の増加に伴い、緩やかに

増加するものと見込まれます。                      （単位：％） 
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４ 基本理念 

 

ともに認め合い、支え合いながら、住み慣れたところで 

自分らしく安心して暮らすことができるまちづくり 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 基本方針 

 

 

 

 

 

 

基本方針１  高齢者が安心して暮らせるまち 

 

基本方針２  高齢者のにぎわいがみえるまち 

 

基本方針３  高齢者を支えるネットワークのまちづくり    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

武雄市の急速な少子高齢化、保健福祉サービスに対する高齢者のニーズが多様化する

なかで、高齢者などの自立を支援し、地域社会をいきいきとしたものとするために、「支

え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」とし

て参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超え「丸ごと」つながることで、住民ひと

り一人の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく地域共生社会の実現に向けた体制

整備を推し進めます。地域活動の推進、そしてそれらを組み込んだ地域包括ケアシステ

ムの構築を目指します。 

基本理念のもとに、生涯を通じて、住み慣れた地域で社会とつながり、安心して暮ら

すことができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が切れ目なく提供される地

域包括ケアシステムの構築を推進する必要があります。 

この理念をさらに方向づける基本方針として、次の３つを基本方針とします。 
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